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 本準備書面では，これまでの基準地震動に係る主張の補充として，  第

１で原子力規制委員会が大飯原発の基準地震動を再計算した一連の経過

から明らかになった事実，第２で基準地震動に関して防災科学技術研究所

の藤原広行氏が行ってきた種々の提言の内容，第３でプレート境界地震，

第４で海洋プレート内地震，第５で熊本地震に基づく地震連鎖のおそれに

つき，それぞれ述べる (第１は，補充書１と重複するところがあるが，極め

て重要な論点であるので，重複を厭わず述べる )。  

 

第１ 大飯原発基準地震動の再計算について  

 １ 事実経過  

(1) 試算結果  

原子力規制庁は，平成２８年７月１３日の原子力規制委員会の会議

で，入倉・三宅式を武村式に入れ替えたときの関西電力大飯原子力発

電所の基準地震動についての試算結果を報告した。その結果は，入

倉・三宅式を用いた従来の評価と比較すると，地震モーメントが３．

４９倍，短周期レベルが１．５１倍（後に１．５２倍の誤りと判明），

アスペリティ応力降下量が１．５８倍となり，地震動は入倉・三宅式

を用いた場合の約１．８倍になる，というものであった（甲Ｂ227「大

飯発電所の地震動の試算結果について」４頁）。  

次の図のうち，青線が入倉・三宅式を用いた地震動評価，赤線が武

村式を用いた地震動評価である。  
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【甲 A405（統計的グリーン関数法による）平均速度応答スペクトルの比較】 
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ところが，原子力規制庁は，上記入倉・三宅式を用いた地震動評価

につき，関西電力の地震動評価の０．６倍程度にしか評価できない条

件設定を用いていた。後に原子力規制庁は，統計的グリーン関数法に

ついて要素地震波の生成や波形合成のプロセスについて相違が生じて

いた旨の説明をしている（例えば甲  「大飯発電所の地震動に係る試

算の過程等について」２頁）が，同年７月１３日の原子力規制委員会

の会議では，この点についての説明をまったく行わなかった（甲A４

０３平成２８年７月１３日議事録）。その上原子力規制庁は，武村式の

試算結果について短周期を１．５倍する等の不確かさの考慮をしなか

ったため，武村式を用いても，基準地震動（Ss-1～Ss-19 1）のレベル

に収まるという結果になった（甲Ｂ 227「大飯発電所の地震動の試算結果

について」５頁）。  

 

【甲Ｂ227.5 頁別紙 4「試算結果と基準地震動（Ss-1～Ss-19）との比較」】  
                                                 
1 大飯原発の基準地震動は Ss-1 から Ss-19 まであるが，このうち Ss-2 から Ss-17 ま

では地震モーメントの算出に入倉・三宅式が使われている。  
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原子力規制庁は，武村式を用いた試算結果と大飯原発の基準地震動

（Ss-1～Ss-19）とを比較し，短周期（周期 0.02 秒～1 秒）では基準

地震動のレベルに収まっているため，基準地震動の見直しを求める必

要はないとの報告をした（甲Ｂ 227「大飯発電所の地震動の試算結果

について」１頁）。  

原子力規制委員会の委員は，誰一人として原子力規制庁の報告内容

に疑問を抱かず，規制庁の報告を了承し，田中俊一委員長は，この問

題の「打ち切り」を宣言した（甲 A４０３「平成２８年度原子力規制

委員会第２０回会議議事録」１０頁）。  

田中委員長は同日の記者会見において，「（島﨑氏は）結果を見て非

常に安心したというふうに言っていた」と述べ，同席した原子力規制

庁の小林勝総括官も「御納得いただいて，安心したということが分か

りました」と述べた（甲 A４０４ ７月１３日付け「原子力規制委員会

記者会見録」１，２頁）。  

(2) 島﨑氏との再面談  

上記規制委員会の記者会見を見た島﨑氏は，田中委員長宛の手紙を

作成し，今回の原子力規制委員会の議論および結論には納得していな

いこと，規制庁が武村式を用いた地震動は６４４ガル（東西方向，周

期 0.02 秒 以下同じ），規制庁が入倉・三宅式を用いた地震動（基本

ケース）は３５６ガル，関西電力が入倉・三宅式を用いた基本ケース

の地震動は５９６ガルであったが，本来は入倉・三宅式を用いた両者

の計算結果が同一となるような設定をすべきであり，その場合武村式

を用いると近似値で１０８０ガル（計算式：６４４÷０．６≑１０８

０）にもなること，さらに短周期１．５倍ケースでは１５５０ガルに

もなること等を述べ，関西電力の基本ケースがほぼ再現できるような

設定での再計算を求めた（甲Ｂ230「『２０１６年７月１４日 原子力
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規制委員会委員長 田中俊一様』で始まる書面」，甲 A４０７「入倉・

三宅式の問題」）。  

 

 

 

【甲 A４０７「入倉・三宅式の問題」３頁に加筆】  

同年７月１９日，原子力規制委員会は再度島﨑氏と面談した。  

この面談において，原子力規制庁の櫻田道夫規制部長は，原子力規

制委員会の指示は「入倉式を別の式に置きかえて，あとは関西電力と

同じやり方で計算してみたらどうか」ということだと理解をし，武村

式以外もあり得るが武村式を用いて計算をしたことを述べた上で，武

村式で算出した地震モーメントを前提としてレシピにしたがって計

算すると，アスペリティの総面積が断層面積の倍近くになり，「入り

口のところでつまずいてしまう」こと，アスペリティ応力降下量の算

出につき短周期レベルと矛盾しないものを算出するというやり方を

何とか見出して２２．３MPa としたが，背景領域の応力降下量が普

通に理解されているものの３倍程度になってしまうことから，試算結

果は「比較をしてみて総合的にレベル的に大きな違いがあるのかない

のかといったところの評価をするのがせいぜいのとこではないか」等

本来同一であるべきが 

約 0.6 倍になっている。 

1080

ガル 
近似値で 1080 ガル

（0.6 の逆数で 

×1.7） 
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と述べた（甲Ｂ231「島﨑前原子力規制委員会委員長代理との面会速

記録」１～４頁）。  

これに対し島﨑氏は，原子力規制庁の計算結果につき，断層面積が

同じ状況で地震モーメントが３倍になるということは，ずれの量が３

倍になるということなので，応力降下量も大きくなることから，「そ

れは矛盾ではなくて，最初の式を変えた結果そのもの」であり，「き

ちんとパラメーターを選んでいただいている」と評価した（同４頁）。

続いて島﨑氏は，入倉・三宅式は必ずしも一般的ではなく，それ以外

の式に基づいて震源の大きさを推定し同じような特性化震源モデル

を用いて地震動を求めることが地震本部や中央防災会議で行われて

いることから，「入倉・三宅式は使わなくてもいいのではないか」と

いうこと，最新の強震動観測記録の利活用，強震動の専門家の提案の

検討，信頼回復のために複数機関に計算を依頼すること等を提案した。

また，入倉・三宅式の問題と短周期レベル１．５倍の不確かさの考慮

とは無関係であることから，武村式を用いた場合でも短周期レベル１．

５倍の不確かさの考慮を行うべきである旨も述べた（同８～１１頁）。 

しかし田中俊一規制委員長は，「これは駄目だと言っているのです

よ」「謝らなければいけないけれども，今回は無理をし過ぎて，やっ

てはいけないことをやった」等と述べ，規制委員会側が出したばかり

の試算結果の妥当性を自ら否定するという，異例の事態になった（同

２２頁等）。  

面談終了間際に，田中委員長は，「すぐには残念ながら（入倉・三

宅式を使うことを）やめるというほどの手だてを我々は持っておりま

せん」と述べた。これに対し島﨑氏は，「強震動の専門家の意見をい

ろいろ伺うということが大変重要だと思っています」と提案したが，

田中委員長は「いえ，我々は，そういうことはやる余裕はないし，や
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るべき立場にもない」と言ってこれを退けた（同２５頁）。  

 (3) 再度の検討終了宣言  

   平成２８年７月２０日の規制委員会の会議では，伴信彦委員より，

「私も昨日ビデオで見ておりましたけれども，一番ショックだったの

は，今回の計算がいろいろ問題をはらんでいるというところがそこで

表明されたことです。」「やはりこれは前回の原子力規制委員会のとき

に提示していただかなければならなかった」「特に直接専門としてい

ない分野に関しては，まさに事務局の情報がすべてになりますので，

そこのところで十分な情報提供がなされなかったというのは大いに

問題であると思っています。」「基本ケースの試算結果について関西電

力の結果と違うということに関しても，島﨑先生から指摘されて初め

てそのように，それについての理由を答えるというのは，やはりこれ

もよろしくなかった」と意見が出された（甲 A４０９「平成２８年７

月２０日原子力規制委員会第２２回会議議事録」１９頁）。 田中委員

長は既に入倉・三宅式を用いることを止めることは出来ない旨宣言し

ていたが，原子力規制庁に対し，「どうして意味がないことしかでき

ないのかという，その根拠をもっと明確にエビデンスを出していただ

きたい」という，結論ありきの検討を求めた（甲 A410 同日会見録３

頁）。  

同年７月２７日の原子力規制委員会会議において，櫻田道夫原子

力規制部長は，入倉・三宅式を使う以外の方法については「科学的・

技術的な熟度には至っていない」（甲 A４１２「平成２８年７月２７

日原子力規制委員会第２３回会議議事録」１０頁）等と述べた。田

中委員長は，島﨑氏は熊本地震の断層長さを３１ｋｍと言っている

が，東京大学地震研究所の評価では断層の長さが５４ｋｍとなって

いること等を挙げ，熊本地震について，島﨑氏は一部都合のいいデ
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ータだけを用いている（同１７頁）等と持論を展開した上，この問

題についての検討の終了を再度宣言した。  

同会議終了後の記者会見において，記者から，「田中知先生が，い

わゆる基準地震動の策定における保守性の考慮の妥当性というか，

適切性については，事務方にどう担保しているのですかというよう

なご質問をされていましたけれども，本来，そこの判断というか，

認識論というのは規制委員会がやるべきで，今回，そこのところで，

本当の意味で専門家がいなかったことが，正直言いまして，事務方

も迷走したという本質論があると思うのですね。だから，地震の専

門家がアドバイザーとしているぐらいでないと，正直言って，事務

方に不確かさの判定みたいなものを委ねているように私は見えるの

ですけれども，そこはどうなのでしょうか。今の規制委員会は皆さ

ん専門外だ 2と言うけれども，それは顧問でも何でもアドバイザー

を持って，事務方が迷走しないように御指導いただくのが，本来，

第３条委員会の本質だと思っているのですけれども，事務方が決め

ることではないと思いますね。不確かさの考慮の云々というところ

を。」と指摘されると，田中委員長は，「ご指摘の点は，別に反論す

るつもりはないし，多分そうなのでしょうね。ＮＲＣ 3ぐらい厚みが

あると，いろいろ専門家も抱えられるし，そこのところが必ずしも

十分でないというのは御指摘のとおりです。」と認めた（甲Ｂ233 同

日記者会見録７，８頁）。  

さらに別の記者から，「関西電力が出している１９の基準地震動に

ついては，規制庁でもわかっていないブラックボックスの部分がある

                                                 
2 田中俊一委員長，更田豊志委員及び田中知委員は原子力工学，石渡明委員は地質学，

伴信彦委員は放射線防護の専門家で，強震動の専門家は勿論，地震学や地震工学の専

門家も一人もいない。  
3 ＮＲＣ： Nuclear Regulatory Commission の略。アメリカ合衆国原子力規制委員

会。  
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と思ったのですが，その部分で何らかの恣意性が働いていないという

確証はどのようにあるのでしょうか。田中委員長，もしよろしければ。」

と質問されたが，田中委員長は「いや，あっちの方が専門家なので。」

と言って答えを避け，代わりに小林総括官が，「レベルがどのくらい

の程度かというのをまず把握します。言ってみれば，このくらい断層

が近くて，このぐらいアスペリティ置いたら，相当な地震動になるだ

ろうと。そのときに小さい値が出てくれば，何らかのおかしな情報な

り，手法が用いられているのではないかということで，その辺を指摘

して，…」（同９頁）と回答した。  

 ２ 規制委員会の再計算により明らかとなった事実  

 (1) 入倉・三宅式による過小評価のおそれ  

    まず第１に確認すべきことは，島﨑邦彦氏が指摘した，垂直若しく

は垂直に近い活断層に入倉・三宅式を適用した場合の地震モーメント

が過小評価されるおそれ自体は，規制委員会も規制庁も否定はしてい

ないということである。  

例えば，櫻田規制部長は，「入倉・三宅式は，ほかの関係式に比べ

て，同じ断層長さであれば地震モーメントが小さく算出されるという，

そういう可能性も有していることは頭に置いてやっていきます。」（甲

A412 平成２８年７月２７日議事録１０頁）と述べている。田中委員

長も，「絶対的に入倉・三宅式がいいと我々は判断しているわけでは

ないのです」（甲 A409「７月２０日付け記者会見録」６頁）と述べて

いる。田中委員長が「（入倉・三宅式を）すぐには残念ながらやめる

というほどの手だてを我々は持っておりません」（甲Ｂ231「面会速記

録」２５頁）という通り，規制委員会は島﨑氏の提案を受け入れられ

なかった理由について，主に入倉・三宅式を使う手法以外の手法が設

計基準地震動策定手法として未確立である点に求めている。  
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だが，この点は島﨑氏の提案を却下する理由にならない。入倉・三

宅式による過小評価のおそれが相応の科学的信頼性・妥当性をもって

指摘されているのであるから，地震動計算手法が未確立であってもそ

の分工夫をして安全側に余裕を持った想定をすべきであり，それこそ

が本来の「不確かさの考慮」であるべきである。  

この点，原子力規制庁が，武村式を使った場合の地震動評価は入

倉・三宅式を使った場合の約１．８倍になるという結果を示したこと

は重要である。島﨑氏の指摘により，不確かさの考慮で短周期を１．

５倍等しなくても試算結果が基準地震動を越える可能性が判明した

（甲Ｂ230「2016 年 7 月 14 日原子力規制委員会委員長 田中俊一様」

で始まる書面２頁）ため，原子力規制委員会は「やってはいけないこ

とをやった」（甲Ｂ231 面会速記録１８頁），「撤回と言えば撤回」（甲

A410 ７月２０日記者会見録４頁）等と，試算結果の妥当性を否定

することに躍起になったが，強震動について規制庁以上に専門的知識

のない原子力規制委員会に，規制庁によって公式に報告された試算結

果を全否定できるものではない。櫻田規制部長が，「我々が撤回する

のは多分ない」「ざっくりしたレベル感とか言いましたけれども，そ

ういうことを目的として使うということには，もしかしたら使えるか

もしれないとは思いますし，前回はそういうことを考えて，Ｓｓ（基

準地震動）と比較するとこのぐらいのレベルになるということをお話

しさせていただいた」（甲 A409 ７月２０日規制委員会会議議事録１

６頁）と述べているように，規制庁は試算結果の妥当性について否定

まではしていない。  

武村式の適用によって約１．８倍地震動が大きくなったということ

は，垂直ないし垂直に近い断層について，入倉・三宅式よりも武村式

の方が現実に近い地震モーメントを推定出来るのだとしたら，仮に入
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倉・三宅式による過小評価の性質が島﨑氏の見解に反して短周期等の

１．５倍の不確かさの考慮で補えるものであるとみなしても 4，入倉・

三宅式による地震動の過小評価のおそれを補えないおそれがあると

いうことになる。  

特に本件原発は，活動度の高い中央構造線断層帯までの距離が，５

ｋｍないし８ｋｍとされ，非常に近い。本件原発において，単にこの

点を考慮する手法が確立されていないというだけでは，入倉・三宅式

のように過小評価のおそれが指摘されている式を使用し続けてもよ

い理由にはならない。  

なお，原子力規制庁は，自ら行った試算結果の妥当性を自ら低減さ

せる根拠として，レシピにしたがうとアスペリティ面積が断層の面積

よりも大きくなることを挙げている（甲Ｂ231 面会速記録２頁）が，

関西電力は元々，レシピに記載された手法の１つである短周期レベル

からアスペリティ面積を求める方法ではなく，アスペリティ面積が断

層面積の３０％を超えた場合はアスペリティ面積を断層面積の２

２％にする方法を採用している（甲Ｂ228「大飯発電所 地震動評価

について」６６頁）。規制庁は入倉・三宅式以外の部分は関西電力と

同様に行うことを前提としていたのであり，そうであるとすると，初

めからアスペリティ面積が大きくなりすぎた場合の対応として断層

面積の２２％とすることに，特に問題はなかったはずで，特段つまず

く必要はなかった。レシピには，「内陸地震によるアスペリティ総面

                                                 
4 なお，短周期レベルやアスペリティ応力降下量を１．５倍するという「不確かさの

考慮」については，元々新潟県中越沖地震の反省によるものであり，同地震の震源断

層は低角の逆断層とされているため，高角の横ずれ断層における入倉・三宅式による

過小評価の問題とは無関係のものであるから，短周期レベル１．５倍等の「不確かさ

の考慮」と武村式とがバーターではあり得ないというのは，島﨑氏が主張する通りで

ある（甲Ｂ 231 面会速記録１０，１９頁）。櫻田規制部長は，１．５倍をそのまま使

っていいのか判断できないということを述べるが，入倉・三宅式以外の式では短周期

レベル１．５倍等をしなくてよい理由については何ら述べられていない。  
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積の占める割合は，断層総面積の平均２２％（Somerville et al.,1999），

１５～２７％（宮腰・他，2001）であり，拘束条件にはならないが，

こうした値も参照しておく必要がある」（甲 B268・１０頁）と記載

されており，この記載からしても，短周期レベルを用いる方法による

とアスペリティ面積が大きくなり過ぎるときにアスペリティ面積を

２２％に設定することは，レシピで予定されている手法というべきで

ある。レシピに従うとアスペリティ面積が大きくなりすぎることにつ

いての規制庁の説明は，武村式を用いた試算結果の妥当性を後付けで

低減させるためのものであると疑わざるを得ない。  

規制庁は，自らの試算結果の妥当性を低減させるもう１つの根拠と

して，武村式を用いた試算結果では，背景領域の応力降下量が７．６

MPa となり，これが２００９年の「全国地震動予測地図」の平均値

２．７MPa の３倍程度（もう少し正確には約２．８１倍）となるこ

と等を挙げている（甲 A412 平成２８年７月２７日議事録６頁）が，

この点島﨑氏が述べる通り，同じ震源断層面積から地震モーメントが

従来の約３倍になる式を採用している以上，それまでのモデルから数

値がずれるのは当然のことである（甲Ｂ231 面会速記録５頁）。問題

は，この点の齟齬があることによって，原発の基準地震動策定におい

て入倉・三宅式による地震モーメント過小評価のおそれを考慮外にで

きるのかという点であるが，規制当局がその点の詳細な検討を行った

形跡はなく，職務怠慢が疑われる。  

(2) 地震発生前に使用できるのは震源断層の情報ではない  

    入倉・三宅式に係る島﨑氏の指摘については，強震動地震学者の一

定の支持を得ている。  

    この点に関し，島﨑氏は，「（地震モーメントの）推定には，震源断

層の長さ（あるいは面積）と地震モーメントとの関係式が使われるが，
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地震発生前に使用できるのは活断層の情報であって，震源断層のもの

ではないことに注意しなければならない」（甲 A１０５の２「活断層

長に基づく地震モーメントの事前推定」），「断層の長さや面積などの

断層パラメーターは，地震発生後に得られるものであって，事前に推

定できる値とは異なり，大きくなることが多い」（甲 A３１２「過小

な日本海『最大クラス』津波断層モデルとその原因），「（熊本地震の）

地震前に（入倉・三宅式で逆算した断層長である）５７ｋｍという人

はいない」（甲Ａ３１９「島﨑前原子力規制委員会委員長代理との面

会の概要について」）等と述べている通り，地震発生前の活断層の情

報を入倉・三宅式にあてはめた際の過小評価のおそれを指摘している

ことに注意しなければならない。  

東京大学地震研究所の纐纈一起教授は，東洋経済のインタビューで，

「大地震が起こる前にいくら詳細な活断層調査を実施したとしても，

震源断層の長さや幅を正確に推定することは困難なので，より正確に

計算できる別の予測手法を用いるべきだ」（甲Ｂ237 平成２８年８月

１７日付け東洋経済）等と述べ，地震発生後の震源断層のデータを元

にしている入倉・三宅式による予測の限界を指摘し，島﨑氏の見方を

支持している。纐纈教授は熊本地震についてのインバージョン解析も

行っている（甲 A４１６「2016 年 4 月 14 日・16 日熊本地震の震源

過程」）が，「原発の耐震評価で用いられている（入倉・三宅式を使う）

地震動の予測手法を熊本地震に適用すると，地震動は過小評価になる

ことがわかった」とも述べている（同旨・甲Ｂ２６９の１、２、テレ

ビ朝日「そもそも総研」纐纈教授インタビュー）。田中俊一委員長は，

纐纈教授が行った熊本地震発生後のデータであるインバージョン解

析の結果等を使って島﨑氏の見解を批判する（甲 A412 平成２８年７

月２７日議事録１７頁，甲Ｂ233 同日記者会見録２頁）が，島﨑氏の
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見解に対する理解が根本的に不足しており，まったく的外れである。 

さらには，式を提唱した入倉孝次郎・京都大学名誉教授も，「計算

式は地震規模の算定に有効だと科学的に確認されている。ただ，地震

の揺れの予測に使う場合には，断層面が垂直に近いと地震規模が小さ

くなる可能性はある。行政判断として，過小評価にならないよう注意

しながら使うべきだ」（甲Ｂ 224-1 平成２８年６月１６日付け毎日新

聞）と述べ，島﨑氏の指摘の正当性を基本的に認めている。  

(3) 修正レシピを適用すべき  

    櫻田道夫・原子力規制部長は，入倉・三宅式以外を使う方法につい

ては科学的・技術的熟度がない旨の説明をしている（甲 A412「平成

２８年７月２８日原子力規制委員会会議議事録」１０頁）が，推本は

松田式を用いた修正レシピを作成し，「全国地震動予測地図」での活

断層地震の地震動評価等に用いている事実（甲Ｂ237 平成２８年８月

１７日付け東洋経済３頁）を無視している。最新の「全国地震動予測

地図」でも，基本的に，地震規模の算出において入倉・三宅式ではな

く松田式を用いる修正レシピが使われている（甲 A419，甲 A420）。

修正レシピでは，地震モーメントの算出と震源断層モデルの作成を除

けば，入倉・三宅式を使うレシピと同様の手法によることが出来る（甲

B268 レシピ５，４１頁）ため，応答スペクトル作成まで問題は生じ

ない。地震動予測手法としての修正レシピの科学的・技術的熟度は，

入倉・三宅式を使うレシピと同等以上である。  

田中委員長は，「入倉・三宅式を使うことをやめる手立てを持たな

い」と述べるが，「松田式を使った修正レシピで計算するように」と

事業者に指示すれば済む話であり，現に旧原子力安全委員会は島根原

発の耐震バックチェックの際にこれを行っている（甲 B５７「伊方原

子力発電所の耐震安全性は保証されていない」２６頁，甲 A３２６「島
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﨑邦彦氏の問題提起と 2016 年 6 月改訂新レシピは原発基準地震動の

根本改定を求めている」３３頁，甲 A４２１「『耐震設計審査指針改

訂に伴う中国電力株式会社 島根原子力発電所１，２号機新耐震安全

性に係る中間報告の評価について』に対する見解」１３頁）。  

    修正レシピを採用しなかった理由について，７月２７日の規制委員

会の会議における櫻田規制部長の説明は，「原発の審査におきまして

は，震源断層の詳細な調査を求めておりまして，その結果を評価して，

活断層の特に形状などが分かりますので，そこからその情報を使って

地震動を求める際には，レシピの（ア）の方法（注：入倉・三宅式を

地震規模の推定に用いる方法）を用いるのが普通であろうということ

で，そういうやり方をとってきているということであります」（甲

A412 平成２８年７月２７日規制委員会議事録９頁）というものであ

った。  

    だが，この櫻田規制部長の説明は，これまでの適合性審査で入倉・

三宅式を使う手法でレシピを適用するのが普通であったことを述べ

るだけで，これによる過小評価のおそれがあることを踏まえても，な

お松田式を用いる修正レシピを排除する理由にはならない。  

   島﨑邦彦氏は，名古屋高裁金沢支部宛の陳述書（甲 A３１５）にお

いて，「関西電力株式会社が言う『詳細な調査等』を実施していたと

しても，入倉・三宅  (2001) の式を用いることによる過小評価の可能

性は変わりません。」と述べるが，この記載は，原子力規制委員会の

担当委員として適合性審査の実務に携わった経験を踏まえても，電力

会社が実施する活断層調査では，入倉・三宅式によって正確に地震モ

ーメントを推定するために必要な震源断層の情報が得られないこと

を意味している。島﨑氏は，６月１６日の規制委員会での面会時にも，

「とくに，事業者はどちらかというと短い断層を好むわけで，地表の
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観測データから考えられるところを自ら進んで（注：入倉・三宅式で

熊本地震の地震規模に対応する断層長である）５７ｋｍという長い断

層を提案する事業者は恐らくいない。ということはすなわち，今の入

倉・三宅式を使っている限り，震源の大きさは過小評価される」（甲 A

３２６「島﨑邦彦氏の問題提起と 2016 年 6 月改訂新レシピは原発基

準地震動の根本改定を求めている」８頁）と述べている。  

   さらに，纐纈一起・東京大学地震研究所教授は，「松田式を用いた

後者の予測手法（注：修正レシピ）で計算した結果のほうが，熊本地

震の規模と地震動をより正確に再現できる」「（入倉・三宅式を使う）

電力会社の手法では過小評価になる」（甲Ｂ237 ８月１７日付け東洋

経済）と述べている。  

   したがって，電力会社が詳細な断層調査を実施しているとしても，

修正レシピの適用を排除する理由にはならない。  

   そもそも，原子力規制委員会の指示は入倉・三宅式以外の式を用い

た試算を行うことだったのであり，武村式を用いる必然性はなかった。

原子力規制庁が松田式を使った修正レシピによる試算を行わなかっ

たのは，「試算結果の精度は低い」という逃げ道を用意しておくため

の打算であった可能性も否定できない。  

   松田式を用いた修正レシピによって本件原発の基準地震動を評価

すると，大幅な引き上げが避けられないのは２０１６年７月１９日付

債権者ら準備書面 (５ )再反論第５・２ (6) 記載の通りである。少なく

とも修正レシピによる再計算がなされない限り，入倉・三宅式による

本件原発の基準地震動過小評価のおそれは否定できない。  

(4) 規制当局は今も事業者の「虜」なのか  

    ７月１３日の会議において規制庁が報告した入倉・三宅式を用いた

試算結果が，関西電力の評価の６割程度に過ぎないというのは，どう
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考えても不自然である。櫻田部長は，統計的グリーン関数法における

手法の差である旨述べている（甲 A409 ７月２０日規制委員会議事

録１１頁，甲 A412 ７月２７日規制委員会議事録７頁等）が，島﨑

氏との再面談の際には，「入倉式を別の式に置きかえて，あとは関西

電力と同じやり方で地震動を計算してみたらどうかということだと

理解した」（甲Ｂ 231 会見速記録１頁）と述べており，敢えて関西電

力と異なる手法を用いる理由がない。入倉・三宅式以外の経験式を用

いた場合の地震動試算結果と従来の基準地震動との比較を可能にす

るため，グリーン関数法で異なる手法を用いてはいけないことは，よ

く分かっていたはずである。関西電力がとった手法の詳細が分からな

いのであれば，関西電力に問い合わせれば済む話である。島﨑氏が行

ったように，係数を掛けるもしくは地震動を上乗せすることで，近似

値を求めることも出来る（甲 A４０６，甲 A４０７）。関西電力の地

震動をまったく再現できていないことは結果を見れば一目瞭然であ

り，規制庁の職員全員が気づかないというのは極めて考え難い。  

    島﨑氏にこの問題を指摘されると，規制庁は一転して，試算結果そ

のものが無理を重ねたものであることを述べ始めた（甲 A409 面会速

記録２頁）のも不自然である。そのような無理な計算しか出来なかっ

たのであれば，大飯原発の基準地震動と比較する前にその断りを規制

委員会へ報告する際に行うべきであり，それを行わない理由も見出し

難い。  

以上からすると，原子力規制庁は，大飯原発の基準地震動見直しを

避けるために，敢えて地震動が小さくなるような計算をしたと疑われ

ても仕方がない。この違いを規制委員会の会議で報告せず，何の断り

もなしに武村式による試算結果は入倉・三宅式を用いた計算の不確か

さの考慮の範囲に収まる旨説明したのは，確信犯である疑いが拭えな
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い。  

さらに，原子力規制庁が，この試算結果について，武村式を用いた

ケースの「ざっくりしたレベル感」の把握には使える可能性を留保し

ていた（甲 A409 平成２８年７月２０日規制委員会議事録１６頁）に

もかかわらず，規制庁以上に強震動に疎いはずの規制委員会がこの試

算結果の妥当性を全否定し，早々に検討を切り上げたことについては，

事故防止のために最善かつ最大の努力をしなければならない旨規定

した原子力規制委員会設置法の理念に悖ると言わねばならない。  

本来であれば，島﨑氏の提案にしたがい，強震動の専門家を招聘す

る等して，この問題を専門的知見に基づきさらに検討すべきであった。

規制委員会は，これまで，幾つもの個別テーマについて，外部有識者

を招いて検討チームや有識者会合等を組んで検討してきており（甲

A422「原子力規制委員会  検討チーム等」），後記第２の地震・津波

検討チームにも藤原広行氏や釜江克宏氏のような強震動の専門家が

参加している。田中委員長は，島﨑氏の提案について，「我々は，そ

ういうことはやる余裕はないし，やるべき立場にもない」（甲Ｂ231 面

会速記録２６頁）と言ってあっさり退けたが，審査に影響が出ること

を嫌って、職務を放棄したとの批判は免れない。  

 (5) 規制当局の能力不足  

    規制庁が関西電力よりも基本ケースで大幅に地震動を過小評価し

ていたことを見抜けなかったこと等，田中委員長も認めている通り，

前記一連の事実経過において，強震動に関して規制委員会に規制庁を

統制する能力がなく，強震動の計算は，事実上，事務局である規制庁

に一任されていることが明らかとなった。  

    仮に規制庁は意図的に地震動を小さくしたのではなかったのだと

しても，入倉・三宅式を用いた基本ケースの評価が大幅に違っている
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にもかかわらず，安易に試算結果と基準地震動とを比較したのは，規

制庁に基準地震動の審査を担当する能力がないといわざるを得ない。

これが規制庁の説明する通り，統計的グリーン関数法における要素地

震波の生成や波形合成のプロセスによるものだとすると，規制委員会

も規制庁も，事業者が用いたグリーン関数法の設定や過程の詳細を適

合性審査でチェックしていないことを意味する。そして，規制庁は電

力会社がグリーン関数法の手法につき，地震動が６割程度になるよう

恣意的な設定をしていたのだとしても，見抜けないおそれがあるとい

うことになる。  

    「関西電力が出している１９の基準地震動について，何らかの恣意

性が働いていないという確証はどのようにあるのでしょうか」という

記者の質問に，小林総括官は，「レベルがどのくらいの程度かという

のをまず把握します。言ってみれば，このくらい断層が近くて，この

ぐらいアスペリティ置いたら，相当な地震動になるだろうと。そのと

きに小さい値が出てくれば，何らかのおかしな情報なり，手法が用い

られているのではないかということで，その辺を指摘して，…」（甲

Ｂ233 平成２８年７月２７日記者会見録９頁）と答えたが，この回答通り

の審査だとすれば，規制当局は，統計的グリーン関数法に限らず，外

形上明白におかしな点がない限り，事業者による地震動の恣意的過小

評価を見抜けないような，杜撰な審査をしていることになる。例えば，

事業者が地震動評価を全体的に切り下げ，パラメータスタディの外形

上不合理な結果となることを回避した場合は，これを見抜けない 5。  

 (6) まとめ  

    以上の通り，原子力規制庁が武村式を用いた計算をすることによっ

                                                 
5 規制当局に強震動の専門的能力が不足していることについては，平成２８年７月２

１日毎日新聞「特集ワイド  『忘災』の原発列島  揺れ過小評価を指摘  島﨑元規制

委員長代理『過ち繰り返したくない』」（甲Ａ３７１）も参照されたい。  
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て，入倉・三宅式の適用による基準地震動の過小評価のおそれがある

ことは明らかとなった。  

また，この件についての規制当局の振る舞いにより，規制当局が未

だに事業者の「虜」であるか，そうでなくても地震動について審査す

る能力が欠如していることが露見した。本件原発の基準地震動が適合

性審査を通過しているからといって，それにより基準地震動の設定に

保守性，妥当性が確保されているという推認を及ぼすべきではない。  

 

第２ 藤原広行・防災科学技術研究所部門長の指摘  

  これまでも度々触れてきたが，藤原広行・防災科学技術研究所部門長は，

強震動の外部専門家として，旧原子力安全・保安院時代から基準地震動の

審査に携わり，原子力規制委員会に設けられた「発電用軽水型原子炉施設の

地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム」（以下，「地震・津

波検討チーム」という。）やマスコミでのインタビューなどで，基準地震動に

関わる本質的な意見を何度も述べている。ここでは，これまで触れて来られ

なかった地震・津波検討チームでの藤原氏の発言や新たなインタビュー記事

を採り上げる。  

 １ 審査基準が曖昧になった経緯  

    地震・津波検討チーム第５回会合において，外部有識者として参加して

いた藤原広行・独立行政法人防災科学技術研究所社会防災システム研究領

域長（当時）（応用地震学）は，要旨以下のように記載された書類を提出し，

基準の明確化の必要性を訴えていた（甲Ａ430「震基４－２新安全設計基準

（骨子素案）に関するメモ」）。 

 

   １ 「検討用地震」の選定の妥当性について 

「検討用地震」の選定の妥当性についての判断基準を明確にすること
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が必要 

不確実性が大きく，何らかの判断基準を追加しなければ，「検討用地

震」の選定は困難 

      安全目標を明確にし，それに対応する超過確率など確率論的な手法

を導入することにより「検討用地震」の選定の妥当性を示す必要があ

る 

   ２ 不確かさの考慮の妥当性について 

     不確かさの考慮の妥当性についての判断基準を明確にすることが必

要 

     不確かさの考慮の方法に関して，どの程度の不確かさまで考慮する

必要があるか，その妥当性を判断する基準を追加する必要がある 

     安全目標を明確にし，それを達成するために必要な不確かさの考慮

の方法について整理し，その妥当性を示す必要がある 

 

    以上の藤原氏の提言について，同席していた釜江克宏氏（地震工学）

は「今，藤原委員からの話は，ほとんどの部分が同調できる」と述べ，

高田毅士氏（建築構造）も「藤原さんの御意見に賛同するところが非常

に多い」と述べており（甲Ａ431 地震・津波検討チーム第５回会合議事

録３４，４９頁），異論らしい異論はなかった。 

    藤原氏は，地震・津波検討チームで幾度も同様の主張を繰り返してお

り（甲Ａ432 地震・津波検討チーム第６回会合議事録３３頁，甲Ａ433 第

９回会合議事録２９，３６頁），やはり異論はほとんどなかった。 

      ところが，結局藤原氏のこの主張は採用されなかった。基準地震動に

係る新規制基準も従来の耐震設計審査指針から大きくは変わらず，曖

昧・不明確なままである。設置許可基準規則解釈(甲Ａ８３)別記２第４

条５項及び審査ガイド（甲Ｂ６２）第Ⅰ章という，基準地震動に係る具
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体的審査基準においては，「適切に」等の曖昧な文言が列記されているだ

けで，結局どの程度の保守性，余裕を見込むべきなのかということが明

確にされていない。 

    これについて藤原氏は，新聞社のインタビューにおいて，「基準地震

動の具体的な算出ルールは時間切れで作れず，どこまで厳しくするか

は裁量次第になった。」（甲Ａ１２毎日新聞２０１５年（平成２７年）

５月７日）と述べている。さらに同社の別のインタビュー記事による

と，藤原氏は，審査ガイドの作成中に「揺れの計算結果に，もっと大

きな幅を見込んで規制してはどうか」と島﨑邦彦・前原子力規制委員

会委員長代理に提案したが，採用されなかったという（甲Ａ３７１  

毎日新聞２０１６年（平成２８年）７月２１日）。 

    藤原氏の提案を採用しなかった理由について，島﨑氏は，「当時は

『何年に１度程度の原発事故まで許容するか』という安全目標が未定

でした。計算結果の幅をどこまで見込むかは，その目標次第なのです。」

（甲Ａ３７１ 毎日新聞２０１６年（平成２８年）７月２１日）と弁

解している。 

    だがこの弁解には合理性がない。原子力規制委員会は，平成２５年

４月１０日，「事故のセシウム１３７の放出量が１００ＴＢｑを超え

るような事故の発生頻度は，１００万炉年に１回程度を超えないよう

に抑制されるべきである（テロ等によるものを除く）」等と安全目標

を定めており（甲Ａ２２４「各国（日本，米国，英国，仏国）における

確率論的リスク評価の活用状況」３０頁），その後もまだ地震・津波検

討チームによる検討は継続していたからである。 

    安全目標決定後の平成２５年６月６日の地震・津波検討チーム第１

３回会合で，藤原氏は「具体的，定量的な手順がきちんと書き込まれ

ていない」「本来は，このガイドの中に定量的な手続が書き込まれて
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いて，それの妥当性を評価した後，審査に当たれば，審査をするとき

には，そのガイドに従ってやったから，もう大丈夫だというふうに説

明をできるけど，今，そういう状況になっていない」「妥当性を評価

するという試験的な審査みたいなプロセスがないと，本当の妥当性の

確認ができないんじゃないか」等と述べ，最後まで規制当局に食い下

がった。だが，原子力規制庁の櫻田道夫審議官から「新規制への適用

については，各社，いろいろ準備されていて，施行後，直ちに色んな

申請が来る」「それをもう直ちに対応しなければならないと，こうい

うような事情がございます」等と述べられ，藤原氏の最後の訴えも却

下された（甲Ａ434「地震・津波検討チーム 第１３回会合 議事録」

４７～５０頁，甲Ａ７３ 毎日新聞平成２８年２月１０日も参照）。  

    本来であれば，新規制基準の施行日を延期してでも，安全目標に沿

った具体的な審査基準を策定すべきであったが，原子力規制委員会は，

旧規制機関と同様，電力会社の圧力に屈し，災害の防止上支障がない

基準を策定する責務を怠った。以上の経緯は，原子力規制委員会が事

故の防止に最善かつ最大の努力をするという本来の目的（原子力規制

委員会設置法１条）に沿った規制が達成できていないという意味でも，

非常に重要な事実である。 

    また，前記第１で指摘した規制当局における地震動を審査する能力

の欠如を考えれば，審査基準が曖昧なままで放置されている状況は，

特に地震のリスクが指摘されている本件原発において，社会的に許容

し難い危険性があるといわねばならない。 

 ２ 「震源を特定して策定する地震動」の「各種不確かさの考慮」  

     「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」についても，「震源

を特定せず策定する地震動」と同様，新規制基準は「各種不確かさの

考慮」を求めている（設置許可基準規則解釈別記２第４条５項二号⑤）
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が，これについては，地震・津波検討チーム第３回会合において，藤

原広行氏が以下のように発言したことによる（甲Ａ435 地震・津波

検討チーム第３回会合議事録３１頁，甲Ａ33「（骨子素案）発電用軽

水型原子炉施設の地震及び津波に関わる新安全設計審査基準」５頁）。 

 

    …今後，地震動のところの安全基準を定めるに当たっても，この不

確かさの考慮をどう扱うかということが非常に重要になろうかと思

っていて。 

    ここで「不確かさ（ばらつき）」と限定されているのは，これは今

後の議論をすごく限定してしまうのではないのかという危惧があり

まして，できれば「各種不確かさの考慮をして」とかいうふうな形に

しておいていただく。 

    これはなぜかといいますと，不確かさは，もう本当に自然現象とし

て，ばらつきとして捉えられるような不確かさだけではなくて，認識

論的な不確かさとか，あるいは，我々の持っているこのモデルや，そ

ういった知見のもう至らぬところから生じる限界，そういったものも

含めて今後議論をする必要があろうかと思いますので，ここはぜひと

も，言葉のレベルですけれども，非常に重要だと思いますので。  

 

    地震・津波検討チームでは，結局，藤原氏が求めるような幅広い不

確かさについての議論はなされなかったが，文言としては藤原氏が求

めるように「各種不確かさの考慮」が採用された。 

特に，日本の長大な活断層から発生する地震動を予測することにつ

いては，データがほぼないため知見が固まっておらず，認識論的な不

確定性が大きい。本来，こういった限界を踏まえた上で，分からない

点は出来るだけ安全側に考慮するというのが，原発の耐震設計におい
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てあるべき「各種不確かさの考慮」であり，新規制基準の趣旨である。 

    だが債務者においては，これまで縷々指摘してきた通り，長大断層

につき知見の限界を踏まえて安全側に考慮するという姿勢が著しく

欠けており，新規制基準の趣旨に反するといわざるを得ない。 

 ３ 不確かさの考慮の不十分さと基準の明確化の必要性  

   平成２８年８月１７日の東洋経済の記事（甲Ｂ237）においても，藤

原氏は，以下のように，現在の適合性審査における不確かさの考慮の不

十分さとルールの明確化の必要性を訴えている。  

 

「現在の原発の安全審査のやり方には課題がある。地震動の審査に際し

ては，自然現象（地震）や人間側の認識が内包する不確かさもきちんと

考慮して安全性を確保する必要がある。熊本地震での新しい知見も取り

入れ，より安全性を高める形で議論を進めるべきだ」  

「入倉・三宅式そのものは，これまでに起きた数多くの活断層型の地震

のデータに対して，一本の線を引いた回帰式にほかならない。その背後

には，平均値に対して大きなばらつき（不確かさ）が存在している。そ

の不確かさが原発の審査の際にきちんと考慮されているかどうかが重要

だ（が，今の原子力規制庁のやり方では不十分だ）」  

「どの程度まで考慮すれば，過去に起きた地震や今後起きる地震がばら

つきの範囲に収まるのか，定量的な把握が十分に行われているとは言い

がたい。"不確かさ"の扱いについて体系的な考え方を確立し，安全規制

の中にきちんとオーソライズすべきだと私は十数年来，指摘し続けてき

たが，いまだに実現していない」  
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「不確かさを体系的に原子力の安全規制の中で扱うルールづくりをしな

い限り，適切な基準地震動の設定はできない」  

 
 

 

 ４ 可能性のある地震動全体の考慮  

審査ガイド「2. 基本方針」（４）に「『敷地ごとに震源を特定して策定

する地震動』及び『震源を特定せず策定する地震動』」を相補的に考慮

することによって，敷地で発生する可能性のある地震動全体を考慮した

地震動として策定されていること」が規定された経緯については，地震・

津波検討チーム第１１回会合において，藤原広行氏が以下のような意見

を述べたことによる（甲Ａ437・３８頁）。  

 

「特定する地震については，…今のやり方だと，どうしても穴があいて

しまうんやないのかなという気もしているんですよね。少なくとも，こ

れまで行われてきたこの審査で，検討用地震として選ばれているものが

全てをカバーしていたんだろうかというふうなところに対しては，かな

り疑問な点もあると。」 

「震源を特定せず策定する地震動について，…今の現状を考えると，ま

藤原広行・防災科学技術研究所部門長は安全審査へ

の｢不確かさ ｣の反映を求める  
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だまだ不十分な点がたくさんありすぎるんじゃないのか」 

「実際に観測網が整備され，ここ１０年程度の間にとれた地震ばかりで，

まだそのほかにもいろいろなことがあり得る可能性もある。」 

「特定して策定する地震動と，この特定せず策定する地震動で，一部重

複があってもしょうがない状況，それが今の不確実さを覆うために必要

な状況でないのか」 

 

さらに同第１２回会合で藤原氏が「すき間があかないように電力会社

にくぎを刺す」という趣旨で提案し，島﨑邦彦規制委員長代理が同意し

たことによって，前記審査ガイドの規定が策定されるに至った（甲Ａ

438・５５頁）。  

    藤原氏は新聞社のインタビューにおいて，これは安全を期して「原発

を襲う可能性がある揺れの『全体』を考えて基準地震動を決める」ため

の規定であり，現在の運用における「過去の揺れをほとんどそのまま基

準地震動にするだけ」では，今後より強い「隠れ断層（事前に特定困難

な震源）」による揺れが出るのはほぼ確実であるから，当該規定の趣旨

に反すること，襲い得る揺れとして過去最強の揺れの何割増しを考える

べきか，議論するための規定であることを述べている（甲Ａ３４２「特

集ワイド 『忘災』の原発列島 分からないから無視？隠れ断層」）。  

本件原発の「震源を特定せず策定する地震動」では，特に過去最強と

いう訳でもない北海道留萌支庁南部地震 HKD020 観測点と鳥取県西部

地震賀祥ダムの観測記録をほとんどそのまま採用するだけである。これ

では，藤原氏が求めていた「原発を襲う可能性がある揺れの『全体』」を

考慮したとはとても言えず，審査ガイドに反することは明らかである。  

 ５ その他の藤原氏の指摘  

   上記のほか，藤原氏は地震・津波検討チームで基準地震動に係る重要
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な指摘を幾つもしているので，そのうち以下の①から③についての指摘

を紹介し，本件原発では藤原氏の指摘が踏まえられていないことを述べ

る。  

 

  ① 三次元地下構造の評価  

（甲Ａ435 地震・津波検討チーム第３回会合議事録４８頁）  

「三次元の地下構造を考慮した地震動の評価を行うことは必須である。

これはぜひともやっていただきたいというふうに思います。…（決定

論的な把握を）できない部分については，さまざまなシミュレーショ

ンなりを援用して，そういった不確実さが残る中でどの程度上乗せす

ればいいのかという検討をぜひ加えてほしいなと思います。  

 中越沖地震や浜岡の経験で，三次元の地下構造の影響ということが

大変重要であるということがわかっていますし，…三次元の地下構造

を考慮するということは，もう常識的なことではあろうと思うのです

けれども。 

 … 

 ただ，浜岡の５号機に影響を及ぼしているような不均一性 6ですね，

…これを事前にある特定の地点でそれを限定する評価が本当に今の時

点で短期的に行えるかどうか，ここは大変疑問もある。 

 … 

 三次元については，考慮すると。ただ，決定論的に扱える部分と，

不確実さとして扱わざるを得ない部分に切り分けて，両方のアプロー

                                                 
6 2009 年（平成 21 年） 8 月の駿河湾地震（M6.5 スラブ内地震）において，浜岡原

発 5 号機では他の号機よりも 2 倍程度強い揺れが観測され，一部の観測記録は基準地

震動 S1 による応答加速度を超過した。中部電力は，この地震後に地下構造の特性を

調査した結果， 5 号機の地下 300～ 500m のところに，地震波である S 波の速度が周

囲の岩盤に比べて 3 割程度低下している局所的な「低速度層」が確認されたとしてい

る（甲Ａ 36「駿河湾の地震に関する浜岡原子力発電所の状況」）。  



31 
 

チでそうした影響を考慮できるような枠組みをつくる必要があろうか

と思っております。」 

 

   本件原発につき，債務者は地下構造を水平成層かつ均質と評価し

て，必須のはずの三次元の地下構造の把握を行っていない。不確実

さとして扱わざるをえない部分についての地震動の上乗せも行って

いない。  

   よって，地下構造に係る不確定性のために基準地震動を上回る地

震動が本件原発に襲来するおそれは否定できない。  

 

② 敷地近傍の断層による地震動の不確実性  

 （同５０頁）  

 「（活断層から数ｋｍ以内のサイトについて）恐らく今我々が持ってい

る手法が破たんをしかけているようなところなので，その不確実さを

何らかの形で定量的に上乗せをする。それで初めて，多くの人たちに

説得できる値をつくることができるのではないか…。 

本当にここ１０年間で断層近傍の記録が幾つかとれています。岩手，

宮城（内陸地震）ですと，ほぼ逆断層真上でとれた記録は，深さ２６

０ｍの地中ですら，時系列で加速度記録で１Ｇ（＝９８０ガル）を超

えるような値にもなっている。そういう，たまたまとれた１点の記録

でも，すごく大きな値，それが全てを語っているわけではないという，

そういう不確実さの中に我々がいるということを考えますと，断層の

本当に近いところにあるサイトについては，そういったものを十分な

考慮をする方法，枠組みをさらに上乗せするということをしてほしい

なと思っています。」 
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      債務者が行った調査では，本件原発敷地数ｋｍ以内に活断層はな

いようであるが，敷地近傍に伏在断層（「隠れ断層」）がある可能性

はあり，それが想定を遥かに超える地震動を発生させる可能性は否

定できない。  

      本件原発の「震源を特定せず策定する地震動」では，そこから発

生する地震動の不確実性を考慮して地震動を上乗せした形跡がな

い。  

 

   ③ 低頻度事象の考慮  

    （甲Ａ440「地震・津波検討チーム 第８回会合 議事録」３４頁）  

    「今の不確実さをすごく伴った状況では，１０－ ５程度の頻度まであ

る程度網をかぶせるような評価法というものが，たとえば一の『供用

期間中に極めてまれであるが』というふうなところに必要なのではな

いか」 

 

本件原発の基準地震動策定過程において，そのような低頻度の地

震動が考慮された形跡はない。  

中央構造線断層帯については，１０００年～２０００年に１回程

度の高い活動性が認められるのであるから，それを踏まえた幅広い

不確かさの考慮が行われるべきである。  

 

第３ プレート境界地震に関する補足  

 １ 西日本超巨大地震について  

   債務者は，南海トラフから琉球海溝まで連動する超巨大地震について，

遠い地で発生した地震動は敷地に到達するまでに減衰するという特徴

があることから，地震規模が大きくなっても影響は限定的であると主張
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している（債務者準備書面（５）７８頁）。  

   債務者の主張の趣旨は必ずしも明確ではないが，債務者は，Ｍｗ９．

０以上のプレート境界地震についても，カスケードモデルによって把握

しているため，断層が長くなってもすべり量は変わらないと考え，その

ような主張になっているものと思われる 7。  

   しかし，プレート境界地震においては，内陸地殻内地震以上に，カス

ケードモデルによって地震像を把握してもよいのか，仮にカスケードモ

デルを採用するとしてもその閾値をどのように設定すべきかについて

は，疑義がある。  

   東北地方太平洋沖地震は，Ｍｗ９．０であったが，平均すべり量は約

１０ｍ，最大すべり量は３８ｍとされている（甲Ａ442「Ｍ９クラス巨

大地震のすべり量分布とスケーリング」）。この大きなすべり量は，カス

ケードモデルでは到底説明がつかない。さらに，東北地方太平洋沖地震

前に推本が作成していた「三陸沖北部から房総沖にかけての地震活動の

長期評価」では，そもそも東北地方太平洋沖地震を発生させたような巨

大な震源は想定されていなかったのだが，仮にこれを想定していたのだ

としても，カスケードモデルを使う限り，想定されている地震規模を全

部足してもＭｗ８．３にしかならない（甲Ｂ135「超巨大地震に迫る」

５４，１３９頁）ため，大幅に地震規模を過小評価してしまう。東北地

方太平洋沖地震の教訓を踏まえるならば，Ｍｗ９．０を超える地震とい

えども，すべり量が飽和することの確証がない限り，カスケードモデル

によって震源を把握すべきではない。  

   東京大学での第２回専門家フォーラムにおいて，フォーラムメンバー

Ｅ１は，「プレート境界地震の場合でもマグニチュード８ぐらいで，す

                                                 
7 なお，カスケードモデルを採用しているとしても，各セグメントから発生した地震

波の重なり合いによる地震動増幅の可能性はなおあり，債務者は本来，その効果が限

定的であるということまで具体的に示すべきである。  
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べり量も断層の幅も飽和するだろうと思っていたんですけれども，実は

マグニチュード９でも，まだ飽和していないということがわかってきて，

プレート境界に関しては，どの辺で飽和するのか，どの辺でカスケード

的になるのかっていうことに関して，まだ議論あるのだと思います。」

と述べている（甲Ａ３０２「第２回専門家フォーラム」１８頁）。  

   「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド」（甲Ａ１５０・４

頁）に記載された南海トラフ～南西諸島海溝の最大Ｍｗ９．６という地

震規模も，当然スケーリングモデルによるものである。  

   さらには，プレート境界地震に係るレシピ（甲Ｂ268・１５頁以下）

においても，基本的には， (30)式と (10)式から，断層面積Ｓに伴いすべ

り量Ｄが大きくなるスケーリングモデルが採用され，すべり量が飽和す

ることについての記載はない。  

   以上からすると，カスケードモデルにしたがっていると思われる「影

響は限定的」という債務者の主張には，理由がない。  

   債務者は，東北地方太平洋沖地震と福島第一原発事故の教訓を踏まえ，

南海トラフから琉球海溝まで連動することに伴い，すべり量が増加する

ことを想定すべきである。すべり量が増加すれば，地震動の大きさや揺

れの継続時間及び津波の高さは従来の想定を大幅に上回ることになる。 

 ２ その他～余震，誘発地震及び火山性地震について  

   平成２８年熊本地震の際には，熊本県益城町において，４月１４日の

「前震」と同月１６日の「本震」とで震度７が立て続けに観測されたが，

倒壊した住宅のうち約９割が，「前震」ではなく「本震」で倒壊してい

る（甲Ａ443 平成２６年８月２５日読売新聞）。震度６強から７程度の

大規模の地震動で倒壊・崩壊しないレベルの性能を有するはずの新耐震

基準導入後の住宅の倒壊や大破も目立つため，立て続けに襲う強い揺れ

と被害との関係につき，一般住宅については検討が進んでいる（甲Ａ444
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「新耐震基準も倒壊多数『２回の震度７』想定外の破壊力」）。余震や

誘発地震につき，どの程度の回数や程度まで耐えられるのかという点の

検証は，特に近い将来の南海トラフ巨大地震の震源域に含まれているこ

とが指摘されている本件原発においては急務であるが，債務者がこの点

の検証を行った形跡はない。  

本件原発の設置変更許可申請書に対する審査書によると，債務者は，

弾性設計用地震動につき，基準地震動との応答スペクトルの比率を０．

５３としており，本件原発の弾性設計用地震動 Sd-1 は，水平方向３４

５ガル，鉛直方向２００ガルと設定している（乙１３・２２頁）。かか

る設定からすると，本件原発は，熊本地震の際に益城町で観測されたよ

うな立て続けの強い揺れには，耐えられない危険性がある。  

さらに，火山灰と地震動との重畳による被害のおそれも否定できない。

地震活動と火山活動は連動するものであり，地震→火山というパターン

もあるが，火山→地震というパターンもあり得る（甲Ａ 446「『２０１

６年熊本地震』と阿蘇火山」９５０頁）。 

イギリスの原子力コンサルタントであるジョン・ラージ氏によると，

雨で濡れた火山灰の比重は，密度が高く，１立方センチメートル辺り１．

２５から２．０グラムとされており，約１７ｃｍ堆積すると日本の建造

物の設計において典型的に使われている雪の積載荷重の上限である３．

５ｋＮ／ｍ 3 を超える（甲Ａ447 の 2「川内原発と火山灰のリスク」１６

頁）。しかも雨に濡れた火山灰層は，積雪の場合とはかなり違った振る

舞いをし，地震が起きたときに建物表面に付着し払拭されにくい。九州

電力川内原子力発電所においては，原子力コンサルタントの佐藤暁氏に

より，地震荷重との組み合わせにより建屋の許容荷重，許容応力を大幅

に超過する可能性や，屋根の重量が増すことで固有振動数が低振動数側

に変移する可能性や共振の可能性も指摘されている（甲Ａ448「川内原
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子力発電所に対する安全審査の非保守性，および深層防護の国際的水準

未満の問題点」３９頁）。本件原発でも同様の可能性は否定できない。 

 

第４ 海洋プレート内地震についての補足  

  広島県，広島市ともに，安芸灘～伊予灘～豊後水道の領域における海洋

プレート内地震については，推本の長期評価に記載された最大のＭ７．４

を元に地震被害の想定を行っている（甲Ａ450「広島県地震被害想定調査

報告書」，甲Ａ 451「広島市地震被害想定報告書」）。債務者の想定であ

るＭ７．０ないし７．２というのは，広島県及び広島市が一般防災目的で

行っている地震規模想定をも下回る。かかる債務者の想定は，社会通念上

許容されるものではない。 

 

第５ 熊本地震による連鎖  

平成２８年熊本地震の発生を受けて，中央構造線断層帯の活動による本

件原発の事故の危険性が指摘されている（甲Ａ455「中央構造線が動き出

した その時原発は耐えられるか」）。 

地震考古学者の寒川旭氏（甲Ａ１８２・２０１６年４月１８日付け福島

民友）のみならず，島村英紀・武蔵野学院大学特任教授（地球物理学）も，

熊本地震による中央構造線沿いの地震の連鎖を懸念する。島村教授による

と，熊本地震は全長１０００ｋｍ超の日本最長の活断層群である中央構造

線で起きており，熊本で地震が起き，２日後に阿蘇に，そして大分に，と

中央構造線に沿って地震が広がっていった。長大な活断層群のうちある部

分で地震が起きたことは，同じようにエネルギーが溜まっているその隣の

部分にとって“留め金が外れた”ことを意味する。例えばトルコの北部を

走る北アナトリア断層で大地震が次々に起き，なかには１９４２年，１９

４３年，１９４４年と短い間に次々と地震が起きていったこともある。次
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は本件原発のある愛媛県で地震が起きるのでは，と島村教授は懸念してい

る（甲Ａ 456「中央構造線で体験した“最初の地震”やっぱり難しい？地

震予知」等）。 

地震はいつ起こるか分からないが，熊本地震での連鎖を考えても，本件

原発を稼働した後に敷地前の活断層で大地震が発生する可能性は否定で

きない。債務者にはそのような想像力と謙虚さが著しく欠けている。 

以上 
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